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〇
経
済
産
業
省
告
示
第

号

不
発
弾
等
解
撤
工
室
等
の
構
造
、
位
置
及
び
設
備
、
製
造
方
法
並
び
に
廃
棄
の
方
法
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定

め
る
告
示
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表

別
表

表

［
略
］

表

［
略
］

備
考

備
考

１
停
滞
量
の
範
囲
の
項
の
数
量
は

規
則
第
一
条
の
六

１
停
滞
量
の
範
囲
の
項
の
数
量
は

規
則
第
一
条
の
六

、
、
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第
一
項
の
例
に
よ
り
爆
薬
に
換
算
し
た
数
量
と
す
る

の
例
に
よ
り
爆
薬
に
換
算
し
た
数
量
と
す
る

。
。

２
［略

］

２

［略

］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。


